
入 札 説 明 書 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 件名 

新規 LED防犯灯 

⑵ 数量及び仕様等 

別紙仕様書のとおり 

⑶ 納入期限 

  令和９年１月２９日 

⑷ 納入場所 

別紙仕様書のとおり 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

⑴ 製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供並びに物品の賃貸に係る調達契約の一

般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請手続等につい

て（令和７年鳥取市告示第３９２号。以下「告示」という。）に基づく競争入札参加資格

を有するとともに、その資格区分が別表に定める「電気・通信機器類」の「電気・通信

機器」に登録されている者であること。 

⑵ 公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、鳥取市入札参加資

格者指名停止措置要綱（平成２５年４月１日制定）第３条の規定による指名停止措置を

受けていない者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

⑷ 公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でな

いこと。 

⑸ 本市内に本社、営業所等を有する者であること。ただし、営業所等の場合は、公告の

日において当該営業所等の代表者等が受任者として鳥取市競争入札参加資格者名簿（物

品・役務）に登録されていること。 

 

３ 入札説明書、仕様書等に対する質問等 

⑴ 入札説明書、仕様書等に対する質問 

質問は、令和８年５月１３日の午後３時までに質問書（別紙１）をファクシミリで送

信して行うこと。回答は、同月１４日の午後３時までに鳥取市公式ウェブサイト

（https://www.city.tottori.lg.jp）に掲示する。 

⑵ 質問書の送信先 

鳥取市総務部検査契約課 ファクシミリ ０８５７－２０－３９４８ 

⑶ 同等品の確認 

同等品（仕様書で指定した同等品がある場合は、その同等品を除く。以下同じ。）で

の入札を希望する者は、令和８年５月１３日の午後３時までに同等品確認書（別紙７）

を仕様書の問い合わせ先（発注課）へ届け出ること。同等品の適否についての回答は、

同等品の確認を求めた者に対して、同月１４日の午後３時までにファクシミリで送信し



て行う。なお、口頭、電話等による同等品の確認は、認めない。 

４ 入札方法等 

⑴ 入札は郵便によるものとし、持参によるものは認めない。 

⑵ 郵送方法は、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかによること。 

⑶ 宛先は、〒６８０－８７９９ 日本郵便株式会社 鳥取中央郵便局留 鳥取市総務部

検査契約課行とすること。 

⑷ 郵送開始日は、令和８年５月１１日とする。 

⑸ 到着期限は、令和８年５月１７日（必着）とする。 

⑹ 入札書は別紙３を使用し、入札金額には総額（搬入、設置、組立及び検査等に必要な

一切の費用を含む。）を記入すること。 

⑺ 入札書は、封筒（長型３号程度の大きさ）に入れ封印し、封筒表面にはこの入札に係

る開札日、件名を記入して、「入札書在中」と朱書きし、封筒裏面には入札者の住所、商

号又は名称を記入して郵送すること。記載例は別紙２のとおり。また、この入札に係る

入札書以外の入札書を同封して郵送した場合、無効となるので注意すること。 

⑻ 代理人をして入札させようとするときは、必ず委任状を提出すること。委任状は別紙

４を使用し、その提出に当たっては、前号に規定する封筒に同封すること。なお、本社

の代表者又は受任者（本社の代表者から入札の権限を委任された者として鳥取市競争入

札参加資格者名簿（物品・役務）に登録されている者に限る）が入札する場合は、委任

状の提出は不要である。 

⑼ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た金額）をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。 

⑽ 入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正又は挿入をしたときは、当該抹消等

をした箇所に押印すること。ただし、入札金額は改めることはできない。 

⑾ 入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

⑿ 入札者は、入札に関して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号）その他の法令に抵触する行為を行ってはならない。 

⒀ 入札者は、入札後、入札説明書、仕様書等の不知又は不明を理由として、異議を申し

立てることはできない。 

 

５ 入札（開札）の場所及び日時等 

⑴ 場所 鳥取市幸町７１番地 鳥取市役所本庁舎４階会議室４－２ 

⑵ 日時 令和８年５月１８日 午後１時４０分 

⑶ 立会 入札者は入札（開札）に立ち会うことができる。 

 

６ 無効となる入札の範囲 

次に掲げる入札は、無効とする。 

⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

⑵ 鳥取市契約規則（昭和３９年鳥取市規則第３号）、本件に係る公告、入札説明書又は仕

様書に記載する条件に違反した入札 

⑶ 同一の入札において同一人が複数の入札書を提出した入札 

⑷ 入札書の金額、氏名、印影、その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱



し、若しくは記載内容を確認しがたい入札書による入札 

⑸ 記名押印のない入札 

⑹ 委任状を提出しない代理人のした入札 

⑺ 同一の入札において他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をし

た者の入札 

⑻ 指定された方法以外の方法で提出された入札 

⑼ 指定された期日に指定された場所に到着しない入札 

⑽ 同等品の承認を受けないでした同等品による入札 

⑾ その他、入札執行者が無効と認めた入札 

 

７ 入札の辞退 

入札書郵送後に入札を辞退する場合は、５の入札（開札）の開始までに入札辞退届を鳥

取市総務部検査契約課（鳥取市幸町７１番地 鳥取市役所本庁舎４階）に提出しなければ

ならない。 

 

８ 落札候補者 

⑴ 落札候補者の決定 

鳥取市契約規則第１１条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低

価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 

⑵ 落札候補者となるべき入札者が２名以上の場合は、別に指定する日時及び場所におい

て、くじにより落札候補者を決定する。なお、当該入札者のうち、くじを引かない者が

あるときは、これに代えて当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。 

⑶ 入札参加資格確認申請書等の提出 

落札候補者は、令和８年５月１９日までに入札参加資格確認申請書（別紙５）及び入

札金額内訳明細書（別紙６）（以下「入札参加資格確認申請書等」という。）を鳥取市総

務部検査契約課に提出しなければならない。入札参加資格確認申請書等を提出しない落

札候補者のした入札は無効とする。 

 

９ 落札者の決定 

⑴ 入札参加資格確認申請書等により入札参加資格要件を満たしている場合には、落札候

補者を落札者とする。 

⑵ 落札候補者が入札参加資格要件を満たしていない場合には、新たに次の順位の者を落

札候補者として入札参加資格要件の審査を行うものとし、以後落札者の決定まで同様と

する。 

 

10 再度の入札 

予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、別に指定する日時及び場所におい

て、再度の入札に付するものとする。 

 

11 その他 

⑴ 入札保証金 免除 

⑵ 契約保証金 免除 

⑶ 契約書作成の要否 要 

⑷ 開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があ



り、若しくは競争の意志が無いと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取り止める

ことがある。 

問い合わせ先 鳥取市総務部検査契約課 

電話：０８５７－３０－８１２１ 

ファクシミリ：０８５７－２０－３９４８ 



質 問 書 

 

件 名 新規LED防犯灯 

公 告 日 令和８年４月２７日 

質 問 者 名 

会 社 名： 

代表者名： 

連 絡 先：電話        ﾌｧｸｼﾐﾘ         

質 問 者： 

提出年月日 令和  年  月  日 

質 問 事 項 

 

 

別紙 1 



郵送用封筒記載例 

 

 

【封筒表面】 

 

日本郵便株式会社 鳥取中央郵便局留 

 鳥取市総務部検査契約課 行 

 

 

 

開札日  令和８年５月１８日 

件 名  新規 LED 防犯灯 

簡易書留  

 

 

 

 

【封筒裏面】 

 

 

 

 

               

 

差出人                  

住 所            

商号又は名称            

 

 

※封筒は、長型 3号（120×235mm）程度の大きさで中身が透けて見えないものを使用するこ

と。 

※差出人は入札者の住所、商号又は名称を記入すること。 

 

 

入札書在中 

印 印 印 

 

朱書きする
こと。 

一般書留・簡易書留・特定
記録郵便のいずれかの郵
送方法を記入すること。 

別紙２ 
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入 札 書  (第１回) 

 

 

鳥取市長 深澤 義彦  様 

 

 

  鳥取市契約規則(昭和３９年鳥取市規則第３号)、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ、

次のとおり入札します。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

入札者 住 所 

商号又は名称 

代表者氏名             印 

 

代理人 住    所 

 

氏    名             印 

 

件  名 新規 LED 防犯灯 

入札金額 金               円 

 

※ ４入札方法等の⑹及び⑼を熟読の上作成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 



委  任  状 

 

 

鳥取市長 深澤 義彦  様 

 

私は、住所              氏名         を代理人 

と定め、次の入札（見積）に係る一切の権限を委任します。 

 

  令和  年  月  日 

 

 

委任者 住    所                  

商号又は名称                  

代表者氏 名                印 

 

受任者 住    所                  

氏    名                印 

 

 

件名 新規 LED 防犯灯 

 

 

 

別紙４ 



入札参加資格確認申請書 

 

 

令和  年  月  日  

 

 

鳥取市長 深澤 義彦  様 

 

 

住  

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名             印 

 

 

 

件  名：新規 LED 防犯灯 

 

公 告 日：令和８年４月２７日 

 

 

 

私は、上記の入札に係る公告の「２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項」第４

号の要件を満たしていることを誓約するとともに、その他の入札に参加する者に必要な資格

に関する事項の要件を満たしているので、次の添付書類とともに入札参加資格の確認を申請

します。 

 

【添付書類】 

 ・入札金額内訳明細書（別紙６） 

・同等品の承認を受けた場合は、その同等品確認書（同等品確認結果通知書）の写し 

 
 

別紙５ 



 

 

入札金額内訳明細書 

令和  年  月  日 
 
 
 
  

住 所                 

商号又は名称               印 

代表者氏名                 

 

 

件名：新規 LED 防犯灯 

№ 項 目 名 ﾒｰｶｰ名・品番等 数量 単 価 金 額 

1 共架型  108   

2 既設ポール型  7   

3 屋側型  2   

合   計  

※ 金額欄の合計額が入札金額と一致すること。 

※ ﾒｰｶｰ名・品番等の欄の記載については、仕様書記載の参考品等で入札する場合にあっては「仕様書のとおり」

と、同等品確認の承認を受けたもので入札する場合にあっては「同等品のとおり」と記載すること。 

別紙６ 



同 等 品 確 認 書 

鳥取市長 深澤 義彦  様 

 

件   名 新規 LED 防犯灯 

公 告 日 令和８年４月２７日 

 

内

訳

No 

参考品 同等品候補 同等品確認結果 

ﾒｰｶｰ名・品番・規格等 ﾒｰｶｰ名・品番・規格等 税抜価格 
左の同等品候補を同等品と 

認めます。・認めません。 

    
左の同等品候補を同等品と 

 認めます。・認めません。 

    
左の同等品候補を同等品と 

 認めます。・認めません。 

    
左の同等品候補を同等品と 

 認めます。・認めません。 

    
左の同等品候補を同等品と 

 認めます。・認めません。 

上記の同等品候補は参考品と同等品であることの確認をお願いします。 

令和  年  月  日 

所 在 地  

商号・名称  

代表者氏名               印 

（担当者：            ） 

ＦＡＸ番号 
 

 

同 等 品 確 認 結 果 通 知 書 

 

同等品の確認の結果は、上記「同等品確認結果」欄のとおりです。 

令和  年  月  日 

鳥取市長 深澤 義彦    

 

（発注課：        ） 

 

注 1）「参考品」欄には、仕様書の品名､ﾒｰｶｰ名､品番､規格等を記入してください。 

注 2）「同等品候補」欄には、同等品の承認を受けたい物品のﾒｰｶｰ名､品番､規格等及び税抜価格（ｶﾀﾛｸﾞ

表示等のﾒｰｶｰ希望小売価格）を記入してください。 

注 3）この同等品確認書にｶﾀﾛｸﾞ等を添付して提出してください。 

注 4）同等品の確認結果は、ﾌｧｸｼﾐﾘで通知します。 

注 5）同等品で入札する場合は、必ずこの確認書で事前に承認を受けてください。 

別紙７ 



(１）仕様書     

1.発注番号 2026000075    

2.件名 新規 LED防犯灯    

3.品名及び

数量 

共架型            108    

既設ポール型     7    

屋側型                2    

4.規格  【参考品】ケーエムピー KM-BPT10RQ-LA 

 ・定格電圧   AC100V 

・色温度     5,000K 

・演色性     Ra70 

・消費電力    8.5W 

・動作保証温度  -20℃～40℃ 

・設計寿命    60,000H 

・耐雷サージ  ノーマルモード 4KV コモンモード 15KV 

・自動点滅機  有 

・5m直下照度  13.3lx以上 

※明るさの基準は 15分間点灯後の 5m直下照度〔lx〕で分類する。 

・ポールストレートタイプ φ87.9 ｔ2.3 L=6,300 

 

 ＜留意事項＞ 

・設置の高さは原則 5m とすること 

・共架型は腕金を取り付けること。 

・LED防犯灯取り付けに必要な資材ほかの諸費用を含む。 

・高所作業車等の諸費用を含む。 

・中国電力・NTT申請作業費含む。 

・各町内会から NTTへの電子申請手続きを支援すること。 

・水替え・はつり作業等を含む。 

・その他詳細は別紙鳥取市防犯灯設置事業における LED灯具仕様書のとおりと

する。 

・路面は原形復旧すること。 

・搬入、設置、組立及び検査に要する費用は受注者が負担すること。 

・納入時に建物等へ損害を与えた場合は受注者の負担で原状復旧すること。 

・納品に際して発生したごみ等は、受注者が処理、清掃を行うこと。 

・数量及び設置場所等の内訳は、別紙内訳書を確認すること。 



・設置前に各町内会への事前連絡作業等含む。 

・落札者は契約時に詳細内訳書を提出すること。 

・完成図書は各設置場所の地図と設置前後の写真を町内会ごとに分け、簿冊に

まとめ提出すること。 

5.納入場所 鳥取市明徳地区内 ほか 

6.納入期限 令和 9年 1月 29日 

7.その他 ・各設置場所の詳細については経費削減と環境への配慮から、書類でなくデー

タ送信を利用するため、PC メールアドレスを用意すること 

・納品に当たっては、担当職員の指示に従うこと。 

・現地調査の結果、基数変更等により契約金額の減額となる場合がある。 

・施工の際に現場で変更等が生じる場合は、速やかに担当職員に報告すること。 

・本年度中に同規格の物品を追加発注した場合、落札単価で契約すること。 

・その他、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、発注課と協議す

ること。 

8.問合せ 市民生活部 協働推進課  〔担当〕片上 〔TEL〕0857-30-8177 

 

 

（2）同等品リスト 

  

メーカー・品番 

要求性能 

㈱フジ電機 FLE-133S-8L1（3） 

・定格電圧 

・色温度 

・演色性 

・消費電力 

・動作保証温度 

・光源寿命 

・5m直下照度 

AC100V 

5,000K 

Ra70 

8.0W 

-20℃～40℃ 

60,000H 

13㏓以上 

 



鳥取市防犯灯設置事業における LED灯具仕様書 

 

１．適用範囲 

  本仕様書は鳥取市が施行する防犯灯設置事業に使用する白色系 LEDを光源とした 

器具に適用する。白色系 LEDを光源とした器具とは、LED専用に設計された器具で 

あり、従来の蛍光灯等の器具にランプ型 LEDを取り付けたものは適用外とする。 

２．使用材料（LED防犯灯）の条件 

  市内 LED製造業者が製作する防犯灯製品とする。 

  ※市内 LED製造業者とは、次に挙げる項目をいずれも満たす事業者をいう。 

   ・鳥取市内に事業所を有していること。 

   ・鳥取市内の事業所において、LED 防犯灯の企画・設計を行い、その全部もし

くは一部を製造していること。ただし、梱包作業は除く。 

３．構造及び性能 

  ①器具は堅牢な防水性を有し、保守点検が容易なもので、正常な使用状態において

機械的、電気的及び光学的にその機能を保持できること。 

  ②器具は、電柱及び鋼管ポールにバンド等で直接取り付けが可能なこと。 

  ③動作保証温度は－20℃～40℃とすること。 

  ④防水・防塵仕様は IP23以上の基準を満たしていること。 

  ⑤正常な使用状態において 10年程度の耐用年数を有するものとすること。 

  ⑥照明の色は白色系で、色温度は 4,000K～6,000Kまでとする。 

  ⑦照明の平均演色評価数は、Ra60以上とすること。 

  ⑧光源寿命は、全光束が初期光束の 70％に低下するまでの時間とし、40,000時間

以上とする。 

  ⑨定格電圧は AC100Vに対応できること。 

  ⑩消費電力は 10W 以下であることとし、電力会社申請入力容量は 10VA 未満であ

ること。 

  ⑪照度基準は(公社)日本防犯設備協会 SESE1901(防犯灯の照度基準)における 

  防犯灯の照度基準クラス Bを満たす器具設置間隔が 14ｍ以上であること。 

  （クラス B：水平面照度(平均値)3.0lx 以上、鉛直面照度(最小値)0.5lx 以上を確保

できること。） 

  ⑫耐雷サージは、ノーマルモード(線間)4kv、コモンモード(対地間)15kv の電圧負

荷に対する耐久性以上とする。 

⑬明るさの基準は 15分間点灯後の 5m直下照度〔lx〕で分類する。 

   13lx以上を明るい・11lx以上～13lx未満を普通・11lx未満を暗いとする。 

４．表示 

  器具に、容易に消えない方法で次の事項を表示するものとする。 

①形式②定格電圧(V)③入力電流(A)④入力容量(VA)⑤製造年月またはその略号 

⑥製造社名またはその略号⑦管理番号⑧設置年月 

５．保証期間 

  器具に不具合が生じた場合は設置後(完了検査後)2 年間は無償で交換をすること。

ただし、天災による不具合を除く。 



防犯灯ＬＥＤ灯10Ｗ
防犯灯ＬＥＤ灯１0Ｗ

防犯灯ＬＥＤ灯10Ｗ

500×550



型 基数

共架 108
既設ポール型 7
屋側 2

合計 117

新規防犯灯 種類別基数



番号 地区名 町内会名 基数
1 明徳 今町2丁目 2

2 城北 秋里 3

3 末恒 美萩野1丁目 1

5 大和 長谷 1

6 美保 新吉成 2

7 松保 山王団地 1

8 美穂 下味野3区 1

9 末恒 白兎 1

10 大正 古海上 2

11 津ノ井 広岡 2

12 美保南 中吉成 6

13 湖南 吉岡温泉町西区 1

14 河原 河原町袋河原 1

15 明徳 有楽町 1

16 河原 河原町河原 2

17 河原 河原町下佐貫 2

18 鹿野 鹿野町小別所 1

19 修立 御弓町 1

20 湖山西 白浜飛行場 2

21 浜坂 東ひばりヶ丘 1

22 岩倉 東扇町 1

24 津ノ井 南栄工業団地振興会 11

25 国府 国府町奥谷 2

26 岩倉 新岩倉 1

27 気高 気高町新町2区 3

30 浜坂 江津 1

31 賀露 賀露町6区 4

32 面影 面影2丁目 1

33 湖山西 あけぼの 6

34 気高 気高町下原 1

35 青谷 青谷町小畑 1

36 用瀬 用瀬町第4区 1

38 鹿野 鹿野町今町 1

39 湖山西 大寺屋 3

40 久松 庖丁神町 1

41 美穂 下味野4区 5

42 大和 横枕 1

43 千代水 グリーンガーデン安長 2

44 明治 上段 1

46 末恒 小沢見 2

47 河原 河原町今在家 1

48 末恒 美萩野4丁目 2

49 城北 田島 5

50 湖山西 うぶみヶ丘 3

51 鹿野 鹿野町法楽寺 1

52 賀露 賀露町3区 1

53 岩倉 立六南 5

54 浜坂 浜坂みどり会 1

55 賀露 賀露町5区 2

56 若葉台 特別養護老人ホーム若葉台 4

108

共架

合計



番号 地区名 町内会名 基数
4 日進 吉方 1

23 気高 気高町船磯 3

37 大和 猪子 1

45 河原 河原町鮎ヶ丘 1

47 河原 河原町今在家 1

7

既設ﾎﾟｰﾙ

合計



番号 地区名 町内会名 基数
23 気高 気高町船磯 1

28 久松 東町1丁目 1

2

屋側

合計



物 品 売 買 契 約 書 

 

 

１ 物 品 名  

（単価及び金額の欄に掲げる額には、消費税及び地方消費税額は含まない。） 

 

２ 納 入 場 所      鳥取市明徳地区内 ほか 

 

３ 売 買 代 金      金           円 

（うち消費税及び地方消費税の額         円） 

 

４ 納 入 期 限      令和  9年  1月  29日 

 

５ 契 約 保 証 金      免除 

 

上記の物品の売買について、買主と売主は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によ

って物品売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自１通を保有する。なお、

記名押印に代えて電子署名を行う当事者は、当該電子署名がなされた本契約の電磁的記録を保有するもの

とする。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

買主 住所又は所在地        鳥取市幸町 71番地 

商号又は名称          鳥取市 

代表者名又は氏名       鳥取市長  深澤 義彦 

 

 

売主 住所又は所在地         

商号又は名称         

代表者名又は氏名      

品名 規

格 

数量 単価 (円) 金額 (円) 備考 

新規 LED

防犯灯 

10 

W

以

下 

共架型            

既設ポール型     

屋側型                

108基 

7基 

2基 

 

   



物 品 売 買 契 約 約 款

（総則）

第１条 買主（以下「甲」という。）及び売主（以下「乙」

という。）は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）

に基づき、仕様書等（別添の仕様書、見本、図面、明

細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以

下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約

（この約款及び仕様書等を内容とする物品の売買契

約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

２ 乙は、契約書記載の物品（以下「物品」という。）

を契約書記載の納入期限（以下「納入期限」という。）

までに契約書記載の納入場所に納入し、甲は、契約書

記載の売買代金（以下「売買代金」という。）を支払

うものとする。

３ 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。この契約が終了した後も同様とする。

４ この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及

び解除は、書面により行わなければならない。

５ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言葉は、日

本語とする。

６ この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本

円とする。

７ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位

は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法

（平成 4年法律第 51号）に定めるものとする。
８ この契約における期間の定めについては、民法（明

治 29 年法律第 89 号）及び商法（明治 32 年法律第
48号）の定めるところによるものとする。
９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管
轄する裁判所に行う。

（契約の保証）

第２条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のい

ずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、

第 4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結
後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならな

い。

⑴ 契約保証金の納付

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提

供

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害

金の支払を保証する金融機関（出資の受入、預り金

及び金利等の取締りに関する法律（昭和 29年法律
第 195号）第 3条に規定する金融機関をいう。）の
保証

⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害

をてん補する履行保証保険契約の締結

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保

険金額（第 4 項において「保証の額」という。）は、
売買代金額の 100分の 10以上としなければならない。
３ 第 1 項の規定により、乙が同項第２号又は第３号
に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金

に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第

4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付
を免除する。

４ 売買代金額の変更があった場合には、保証の額が変

更後の売買代金額の 100分の 10に達するまで、甲は、
保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の

額の減額を請求することができる。

（権利義務の譲渡等）

第３条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第

三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担

保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾

を得た場合は、この限りでない。

（売買代金に含むもの）

第４条 売買代金は、梱包、運送及び据付に要する費用

を含むものとする。

（仕様書等の疑義）

第５条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞な

く、甲に通知し、その確認を請求しなければならない。

２ 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は

自ら発見したときは、直ちに仕様書等の疑義を調査し

なければならない。

３ 甲は、調査の結果を取りまとめ、速やかにその結果

を乙に通知しなければならない。

４ 前項の調査の結果必要があると認められるときは、

甲は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならな

い。

５ 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行わ

れた場合において、甲は、必要があると認められると

きは納入期限又は売買代金額を変更し、及び乙に損害

を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

ない。

（仕様書等の変更）

第６条 甲は、前条第 4 項の規定によるほか、必要が
あると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知

して、仕様書を変更することができる。この場合にお

いて、甲は、必要があると認められるときは納入期限

若しくは売買代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。

（契約の履行に係る乙の提案）

第７条 乙は、仕様書等について、技術的又は経済的に

優れた代替物品、代替方法その他改良事項を発見し、



又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案

に基づき仕様書等の変更を提案することができる。

２ 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合におい

て、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を乙

に通知するものとする。

３ 甲は、前項の規定により仕様書等が変更された場合

において、必要があると認められるときは、納入期限

又は売買代金額を変更しなければならない。

（乙の請求による納入期限の延長）

第８条 乙は、天災その他乙の責に帰することができな

い事由により納入期限までに物品を納入することが

できないときは、その理由を明示した書面により甲に

納入期限の延長変更を請求することができる。

（甲の請求による納入期限の短縮又は延長）

第９条 甲は、特別の理由により、納入期限を短縮又は

延長する必要があるときは、乙に対して納入期限の短

縮変更又は延長変更を請求することができる。この場

合において、甲は、必要があると認められるときは売

買代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。

（納入期限又は売買代金額の変更方法）

第 10条 この約款の規定により納入期限又は売買代金
額を変更する場合は、甲乙協議して定める。

２ この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした

場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費

用の額については、甲乙協議して定める。

（検査）

第 11条 乙は、物品を納入したときは、その旨を納品
書により甲に通知しなければならない。

２ 甲が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定

による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10
日以内に検査（以下「受領検査」という。）を完了し

なければならない。この場合においては、甲は、当該

受領検査の結果を乙に通知しなければならない。

３ 乙は、前項の受領検査に合格しないときは、直ちに、

これを引き取り、甲の指定する期間内に改めて物品を

完納し、受領検査を受けなければならない。

（所有権の移転）

第 12条 物品の所有権は、甲が受領検査の結果、当該
物品を合格と認めたときをもって甲に移転するもの

とする。

（損害）

第 13条 所有権移転前に生じた一切の損害は、乙の負
担とする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべ

き事由により生じたものについては、甲が負担する。

（売買代金の支払）

第 14条 乙は、第 11条第 2項又は第 3項の受領検査
に合格したときは、この契約に定めるところにより、

甲に売買代金の請求をすることができる。

２ 売買代金の支払期限は、適法な支払請求書を受理し

た日から起算して 30日とする。

（部分払）

第 15条 物品が可分なものであるときは、乙は、物品
の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金につ

いて、甲に対して、部分払を請求することができる。

この場合において、第 11 条及び第 12 条中「物品」
とあるのは「部分払に係る物品」と、第 14条中「売
買代金」とあるのは「部分払に係る売買代金」と読み

替えて、これらの規定を準用する。

２ 乙は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該

請求に係る納入部分の確認を甲に請求し、承諾を得な

ければならない。

（第三者による代理受領）

第 16条 乙は、甲の承諾を得て売買代金の全部又は一
部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

２ 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした

場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者

が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、

当該第三者に対して第 14条（前条において準用する
場合を含む。）の規定に基づく支払をしなければなら

ない。

（かし担保）

第 17 条 甲は、物品にかしがあるときは、第 12 条に
規定する所有権移転の日から２年間、乙に対して、物

品の取替え若しくはかしの修補を請求し、又は修補に

代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求するこ

とができる。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な

過失により生じた場合には、当該請求を行うことので

きる期間は 10年とする。

（履行遅滞の場合における損害金等）

第 18条 乙の責に帰すべき事由により納入期限内に納
入を完了することができない場合においては、甲は、

損害金の支払を乙に請求することができる。

２ 前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相

応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応

じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律（昭和 24年法律第 256号）第 8条第 1項の
規定に基づき財務大臣が決定する率（以下「遅延利息

の率」という。）を乗じた額とする。



３ 甲の責に帰すべき事由により第 14条第 2項の規定
による売買代金の支払が遅れた場合においては、乙は、

未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、

遅延利息の率を乗じた額の遅延利息の支払を甲に請

求することができる。

（甲の解除権）

第 19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると
きは、この契約を解除することができる。

⑴ その責に帰すべき理由により納入期限内又は納

入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込

みが明らかにないと認められるとき。

⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、そ

の違反によりこの契約の目的を達することができ

ないと認められるとき。

⑶ 第 23条の規定によらないでこの契約の解除を申
し出たとき。

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合にお

いては、乙は、売買代金額の 100分の 10に相当する
額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。

３ 前項の場合において、第 2 条の規定により契約保
証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われて

いるときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって

違約金に充当することができる。

第 20条 甲は、乙（乙が法人の場合にあっては、その
役員又は使用人）がこの契約に関して、次の各号のい

ずれかに該当する行為をしたと認められたときは、こ

の契約を解除することができる。

⑴ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和 22年法律第 54 号）第 3条の規定に違反
する行為

⑵ 刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の 3に規
定する行為

２ 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
りこの契約が解除された場合に準用する。

第 21条 甲は、乙又はその経営幹部（役員又は支店若
しくは営業所（常時の請負契約を締結する権限を有す

る事務所をいう。）を代表する者をいう。以下この条

において同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると

きは、契約を解除することができる。

⑴ 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団（以下「暴力団」という。）であると

認められるとき。

⑵ 乙（乙が法人の場合にあっては、その経営幹部）

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第２条第６号に規定する暴力団員（以下 「暴力

団員」という。）であると認められるとき（顧問等

に就任するなど事実上、経営に参加している場合を

含む。）。

⑶ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用

し、又は代理人、受託者等として使用しているとき。

⑷ その相手方が暴力団又は暴力団員であることを

知りながら、いかなる名義をもってするかを問わず、

金銭、物品その他財産上の利益を与えたとき。

⑸ その相手方が暴力団又は暴力団員であることを

知りながら、友人又は知人として会食、遊技、旅行

等を共にし、又はパーティー等に招待し、若しくは

招待されて同席すること等の密接な交際をしたと

き（乙が法人の場合にあっては、その経営幹部が行

うものに限る。）。

⑹ 乙（乙が法人の場合にあっては、その経営幹部）

が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、

又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若

しくは暴力団員を利用し、又は暴力団若しくは暴力

団員に便宜を供与したとき。

⑺ この契約に関して、暴力団若しくは暴力団員であ

る者又は第３号から前号までに掲げる行為のいず

れかを行う者である事実を知りながら、これらの者

と物品の一部を請け負わせる契約、資材、原材料等

を購入する契約その他の契約を締結したとき。

⑻ この契約に関して、暴力団若しくは暴力団員であ

る者又は第３号から第６号までに掲げる行為のい

ずれかを行う者である事実を知らずに、これらの者

を雇用し、又はこれらの者と物品の一部を請け負わ

せる契約、資材、原材料等を購入する契約その他の

契約を締結した場合であって、甲が乙に対して解雇

に係る手続き、契約の解除その他の適正な是正措置

を求め、乙がこれに速やかに従わなかったとき。

２ 乙は、甲が前項各号に掲げる事由の有無を確認する

ため、役員名簿その他の資料の提出を求めたときは、

速やかに当該資料を提出しなければならない。

３ 第 19条第２項及び第３項の規定は、第１項の規定
により契約が解除された場合に準用する。

４ 甲は、第１項第８号の規定により求めた是正措置を

乙が行ったことにより乙に損害が生じても、その損害

の賠償の責を負わないものとする。

第 22 条 甲は、物品が完納するまでの間は、第 19 条
第１項、第 20条第 1項又は前条第 1項の規定による
ほか、必要があるときは、この契約を解除することが

できる。

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、

物品の納入部分を受領検査のうえ、当該受領検査に合

格した部分の引き渡しを受けることができるものと

し、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた

納入部分に相応する売買代金を乙に支払わなければ



ならない。

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したこと

によって乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償

しなければならない。この場合における賠償額は、甲

乙協議して定める。

（乙の解除権）

第 23条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、
この契約を解除することができる。

⑴ 第 6 条の規定により仕様書等を変更したため請
負代金額が 3分の 2以上減少したとき。

⑵ 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契

約の履行が不可能となったとき。

２ 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に

おいて、損害が生じたときは、その損害の賠償を甲に

請求することができる。

（賠償金等の徴収）

第 24条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違
約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、

その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日

から代金支払の日まで、契約日における、遅延利息の

率で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき代金

額とを相殺し、なお不足があるときは追徴できるもの

とする。

２ 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数

につき、契約日における、遅延利息の率を乗じた額の

延滞金を徴収する。

（契約保証金の返還）

第 25条 甲は、乙がこの契約を履行したときは、契約
保証金を返還するものとする。ただし、第 17 条に定
めるかし担保義務期間の満了までその全部又は一部

の還付を留保することができる。

（相殺）

第 26条 甲は、この契約に基づいて甲が負う債務をこ
の契約又は他の契約に基づいて乙が負う債務と相殺

することができる。

（個人情報の保護）

第 27条 乙は、この契約による事務を処理するための
個人情報の取扱については、別記「個人情報取扱特記

事項」を遵守しなければならない。

（契約外の事項）

第 28条 この約款に定めのない事項については、鳥取
市契約規則（昭和 39年鳥取市規則第 3号）の定める
ところによるほか、必要に応じて、甲乙協議して定め

る。

第 2条、第 25条 
第 19条第 3項
第 20条第 2項 5文字
第 21条第 3項 5文字    削除



別記 個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契

約による事務を処理するための個人情報の取扱いに

当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ

う、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

（秘密の保持）

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人

情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用

してはならない。この契約が終了し、又は解除された

後においても同様とする。

（使用者への周知）

第３ 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後

においてもこの契約による事務に関して知り得た個

人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならないことなど、個人情報の保護に関して

必要な事項を周知しなければならない。

（適正な管理）

第４ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏え

い、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の

適正な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。

（収集の制限）

第５ 乙は、この契約による事務を処理するために個人

情報を収集するときは、当該事務を処理するために必

要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなけ

ればならない。

（使用等の禁止）

第６ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この

契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事

務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡

してはならない。

（複製及び持ち出しの禁止）

第７ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この

契約による事務を処理するために甲から貸与された

個人情報が記録された資料等を複製（複写を含む。）

し、又は甲の指定する場所以外に持ち出して使用して

はならない。

（再委託の禁止）

第８ 乙は、この契約による事務を処理するための個人

情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があるときを

除き、第三者に取り扱わせてはならない。

（資料等の返還等）

第９ 乙は、この契約による事務を処理するために甲か

ら貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人

情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに

甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が

別に指示したときは、当該方法によるものとする。

（事故発生時における報告）

第 10 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事
態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったとき

は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様

とする。

（契約の解除及び損害賠償）

第 11 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反し
ていると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請

求をすることができるものとする。


